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滋賀県人事行政の運営等の状況公告

滋賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年滋賀県条例第１号）第２条および第３条の規定

に基づき任命権者および人事委員会から報告を受けたので、同条例第４条の規定により、人事行政の運営の状況

の概要および人事委員会の業務の状況を公表する。

平成21年９月30日

滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子

第１ 人事行政の運営の状況の概要

１ 採用、退職および昇任ならびに職員数の状況

(1) 人員の削減等

ア 削減期間

平成20年４月から平成22年４月まで

イ 削減対象

知事部局、行政委員会事務局、学校以外の教育機関、県立学校（教育職を除く。）、警察本部（警察官

を除く。）

ウ 削減目標

平成19年４月を基準として300人以上

エ 進捗状況
ちょく

平成21年４月１日現在 235人削減（進捗率78.3％）
ちょく

（上記のほか、平成17年度から平成19年度までの間で347人の人員削減を行っています。）

(2) 部門別職員数の状況等（職員数は、各年４月１日現在のものです。） （単位：人）

職 員 数 対前年 主 な 増 減 理 由
平成20年度 平成21年度 増減数

事務事業の合理化、財政構造改革ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
一般行政部門 ﾑによる公共事業の減少に伴う減、精神

3,333 3,219 △114 科救急情報センター開設に伴う増等

教 育 部 門 全国ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭の終了に伴う減
（教育委員会教育長を 11,698 11,664 △34 等
含む。）

事務事業の合理化に伴う減等
警 察 部 門 2,528 2,514 △14

マザーホスピタル事業の拡充による増等
公営 病 院 867 898 31
企業
部門

水 道 183 176 △7 財政構造改革プログラムによる公共事業
その他 の減少に伴う減等

合 計 18,609 18,471 △138

（注１）職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員等を含み、臨時

的任用職員および非常勤職員を除きます。

（注２）一般行政部門には、知事の事務部局（公営企業部門を除く。）、議会事務局、人事委員会事務局、監査委

員事務局、労働委員会事務局および収用委員会事務局を含みます。
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(3) 職員の採用・退職・再任用者数 （単位：人）

任命権者の別 知事部局、 教育委員会 警察本部
議会事務局およ 企業庁 病院事業 合 計

区 分 び行政委員会事 教育職 その他 警察官 その他 庁
務局

平成20年4月 2日
～ 14 3 0 10 3 0 12 42

採 平成21年3月31日

平成20年4月 1日 95 489 19 84 9 0 83 779
用

合 計 109 492 19 94 12 0 95 821

平成20年4月 1日
～ 17 19 3 22 2 0 30 93

退 平成21年3月30日

平成21年3月31日 145 435 36 54 20 1 37 728
職

合 計 162 454 39 76 22 1 67 821

再 任 用 63 51 21 3 4 1 2 145

(4) 異動および昇任の状況

ア 知事部局、議会事務局および行政委員会事務局（平成21年４月定期人事異動）（単位：人）

部長級 次長級 課長級・ 課長補佐 副主幹級 一般職員 合 計
参事級 級・主幹 ・主査級 級

級

異動者数 12 41 312 449 553 281 1,648

うち昇任者数 5 26 70 100 108 － 309

イ 教育部門（平成21年４月定期人事異動） （単位：人）

校長級 教頭級 主幹教諭級 教諭級 実習助手級 合 計

異動者数 181 219 0 1,488 0 1,888

うち昇任者数 72 83 0 0 0 155

ウ 警察部門（平成21年３月定期人事異動） （単位：人）

警視およびこれに 警部および 警部補およ 巡査部長 巡査およ
相当する職 これに相当 びこれに相 およびこれ びこれに 合 計

する職 当する職 に相当する 相当する
部長・ 課長・ 職 職
参事官級 管理官級

異動者数 13 73 142 233 172 131 764

うち昇任者数 5 13 27 67 65 － 177



- 3 -

２ 給与および休暇に関する状況

(1) 人件費の概要（平成20年度普通会計決算見込）

区 分 歳出額 人件費 人件費率

Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ）

20年度 496,959,018 174,989,619 35.2

千円 千円 ％

（注）人件費は、給料、諸手当のほか、共済費、災害補償費および特別職の給料・報酬等を含みます。

(2) 職員給与費（平成21年度普通会計予算）

区 分 職 員 数 給 与 費 一人当たり

給 与 費

(Ａ) 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 (Ｂ) （Ｂ／Ａ）

78,510,003 17,168,781 32,848,214 128,526,998 7,388

21年度 17,397 千円 千円 千円 千円 千円

人

61.1 13.4 25.5 100.0

％ ％ ％ ％

（注）職員手当には、退職手当を含みません。

(3) 特別職の給料等

給 知 事 1,016,400 円 （減額前 1,320,000 ）円

料 副 知 事 884,000 円 （ 〃 1,040,000 ）円

月

額

報 議 長 936,000 円 （減額前 1,040,000 ）円

酬 副 議 長 819,000 円 （ 〃 900,000 ）円

月 議 員 781,200 円 （ 〃 840,000 ）円

額

期 知 事 ６月期 1.45 月分

副 知 事 １２月期 1.75 月分

末

計 3.2 月分

手 議 長 ６月期 1.45 月分

副 議 長 １２月期 1.75 月分

当 議 員

計 3.2 月分

（注１）平成21年４月１日から、知事については給料の23％と期末手当の20％の削減を、副知事については給料

の15％と期末手当の10％の削減をしています。また、議長等の報酬についても平成17年４月１日から議長

10％、副議長９％、議員７％の削減をしています。これらの特別職については、平成20年度から期末手当

の加算部分の10％の削減も併せて実施しています。（知事および副知事の給料の削減については、平成21

年４月から削減率を拡大しました。）

（注２）期末手当については、一般職員に準じて一部凍結をした後の月数です。

（注３）（ ）内の数字は、削減しない場合の額で、平成８年４月１日に改定されたものです。
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(4) 一般職員の給料等

ア 平均給料および平均年齢（平成21年４月１日現在）

区 分 行政職職員 警 察 官 高等学校の教員 小・中学校の教員 技能労務職員

平 均 平 均 平 均 平 均 平 均 平 均 平 均 平 均 平 均 平 均

給 料 給 料 給 料 給 料 給 料

月 額 年 齢 月 額 年 齢 月 額 年 齢 月 額 年 齢 月 額 年 齢

県 348,016 43歳 333,753 39歳 406,997 45歳 379,977 43歳 336,056 51歳

円 6月 円 5月 円 1月 円 4月 円 1月

（注）平成20年４月１日から、給与構造改革による現給保障の範囲内で職階に

国 325,521 41歳 応じて給料の６～1.5％削減を実施しています。

円 6月

イ 初任給および採用２年後の給料（平成21年４月１日現在）

県 国

区 分 決定初任給 採用２年経過日 決定初任給 採用２年経過日

の給料額 の給料額

Ⅰ 181,200 194,600

行 政 職 大 学 卒 178,800 190,300 Ⅱ 172,200 180,600

円 円 円 円

職 員

高 校 卒 144,500 154,400 140,100 145,900

円 円 円 円

警 察 官 大 学 卒 204,500 220,100 187,500 199,000

円 円 円 円

高 校 卒 172,000 185,300 158,100 166,600

円 円 円 円

高等学校

大 学 卒 199,700 212,300

の 教 員 円 円

小･中学校

大 学 卒 199,700 212,300

の 教 員 円 円

ウ 経験年数別・学歴別平均給料月額（平成21年４月１日現在）

区 分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

行 政 職 大 学 卒 274,456 312,413 365,090

円 円 円

職 員

高 校 卒 222,283 270,683 311,265

円 円 円
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(5) 行政職職員の級別人員（平成21年４月１日現在）

区 分 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級

標準的な 部 長 部次長 本庁の課長 参 事 課長補佐 主 幹 副主幹・主査

職務内容 主任主事・主

(代表的な職名) 課長補佐 主 幹 副 主 幹 任技師（困

（困難） （困難） (困難） 難）

職 員 数 15 55 139 637 350 818 956

人 人 人 人 人 人 人

構 成 比 0.4 1.6 3.9 17.9 9.9 23.0 26.9

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

区 分 ２級 １級 計

標準的な 主任主事･主 主 事

職務内容 任技師 技 師

(代表的な職名) 主事・技師

（高度）

職 員 数 367 218 3,555

人 人 人

構 成 比 10.3 6.1 100.0

％ ％ ％

（注１）滋賀県職員等の給与に関する条例（昭和32年滋賀県条例第27号）に基づく行政職給料表の級区分による

職員数です。

（注２）教育部門、警察部門に勤務する行政職給料表適用職員を含みます。

（注３）(困難)とは「困難な業務」を、(高度)とは「高度な知識経験を必要とする業務」を示します。

(6) 職員手当の種類および内容

職員には、給料のほかに手当が支給されます。

平成21年４月１日現在における主な手当の制度は、次のとおりです。

内 容

毎 地 域 給料、扶養手当および管理職手当の合計額に県内4.65％、東京都の特別区16％を乗じた額

月 手 当

決

ま 扶 養 配偶者13,000円、その他各6,500円

っ 手 当 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子各5,000円加算

て

支 住 居 [借家借間居住者]

給 手 当 月額9,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、100円から30,000円

さ [持ち家居住者] 月額4,500円

れ 通 勤 [交通機関等利用者]運賃等相当額を支給（６箇月の定期券を基礎とする額により支給）

る 手 当 [交通用具使用者]

も 自動車・バイク等の別および通勤距離に応じて2,500円から31,100円

の 駐車場利用料金の２分の１の額（上限3,500円）

その他 管理職手当、初任給調整手当、単身赴任手当等
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勤 特 殊 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務についたときに支給される手当（51種）

務 勤 務 （全職員に占める手当支給職員の割合 36.6％、 支給対象職員１人当たりの平均支給月額

し 手 当 9,724円（平成20年度実績））

た [支給額の多い手当] 教員特殊業務手当、犯罪予防および捜査ならびに被疑者逮捕作業

実 の手当、教育業務連絡指導手当

績 [多くの職員に支給されている手当] 教員特殊業務手当、教育業務連絡指導手当、犯罪予

に 防および捜査ならびに被疑者逮捕作業の手当

応

じ 時間外 職員１人当たりの平均支給月額 45,001円（平成20年度実績。一般行政・警察を含む。）

て 勤 務

支 手 当

給

さ

れ 宿日直手当等

る その他

も

の

期 末・ 民間のボーナス、賞与等に相当する手当として、年間4.3か月分を２回に分けて支給

そ 勤 勉

の 手 当

他 退 職 勤続年数

手 当 区 分 20年 25年 35年 最高限度

自己都合 23.5月分 33.5月分 47.5月分 59.28月分

定年・勧奨 30.55月分 41.34月分 59.28月分 59.28月分

その他の加算措置 早期退職特例措置 ２％～30％加算

（注）平成20年度の１人当たり平均支給額は、定年・勧奨の場合で 2,755万円、自己都合

などの場合で 753万円です。

（注１）平成20年４月１日から給料を算定基礎にする手当（時間外勤務手当など）については、(4)ア(注)の給

料の削減と同様の削減を行っているほか、期末・勤勉手当については、これに併せて加算部分の10％の削減

も行っています。また、管理職手当については、平成21年４月１日から15％～25％の削減を行っています。

(平成20年度は、10％～15％の削減）

（注２）期末・勤勉手当については、平成21年５月14日にされた県人事委員会の意見の申出に基づき行った一部

凍結後の月数です。

(7) 年次有給休暇の使用状況（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

(a) (b) (c) (b)／(c) (b)／(a)

任命権者の別 総付与日数 総取得日数 対象職員数 平均取得日数 取 得 率

知事部局 116,266.0 35,395.0 2,968 11.9 30.4

日 日 人 日 ％

教育委員会 437,143.0 122,046.0 11,284 10.8 27.9

日 日 人 日 ％

警察本部 93,200.0 14,304.6 2,360 6.1 15.3

日 日 人 日 ％

議会事務局および

その他の行政委員 2,000.0 614.5 50 12.3 30.7

会事務局 日 日 人 日 ％

企業庁 2,472.0 831.75 63 13.2 33.6
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日 日 人 日 ％

病院事業庁 27,229 5,059.0 706 7.2 18.6

日 日 人 日 ％

（注）知事部局には、労働委員会事務局および収用委員会事務局を含みます。

（８）育児休業、部分休業および育児短時間勤務の取得状況（平成20年度） （単位：人）

平成20年度中の育児休業状況 平成20年度中に新たに育児休業が取得可能

（全職員） となった職員の育児休業状況

部門 育児休業 部分休業 育児短時間 育児休業 育児休業 部分休業 育児短時間

（任命権者） 取得者数 取得者数 勤務者数 対象者数 取得者数 取得者数 勤務者数

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

知事部局 3 70 0 37 0 8 87 20 1 20 0 0 0 0

教育部門 1 464 0 19 0 4 162 178 1 178 0 0 0 0

警察部門 0 42 0 0 0 0 112 15 0 15 0 0 0 0

行政委員会事

務局 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

(教育･警察除く)

企業庁 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

病院事業庁 0 67 0 28 0 8 12 26 0 26 0 0 0 0

（注）知事部局には、労働委員会事務局および収用委員会事務局を含みます。

３ 分限および懲戒処分の状況

(1) 分限処分の状況（平成20年度）

ア 職員の意に反する降任・免職の状況 （単位：人）

勤務実績がよく 心身の故障のた 職に必要な適格 廃職または過員

任命権者の別 ない場合 め職務遂行に支 性を欠く場合 を生じた場合 計

障がある場合

降 任 免 職 降 任 免 職 降 任 免 職 降 任 免 職

知事部局 0 0 0 0 0 0 0 0 0

教育委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0

警察本部 0 0 0 0 0 0 0 0 0

議会事務局および
その他の行政委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事務局
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企業庁 0 0 0 0 0 0 0 0 0

病院事業庁 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注）知事部局には、労働委員会事務局および収用委員会事務局を含みます。
イ 休職処分の状況 （単位：人）

心身の故障のた 刑事事件に関し 学術に関する研 災害等により行

任命権者の別 め、長期の休養 起訴された場合 究等に従事する 方不明になった

を要する場合 場合 場合

知事部局 45 0 0 0

教育委員会 98 1 0 0

警察本部 10 0 0 0

議会事務局および 0 0 0 0

その他の行政委員会事務局

企業庁 0 0 0 0

病院事業庁 16 0 0 0

合 計 169 1 0 0

（注）知事部局には、労働委員会事務局および収用委員会事務局を含みます。
(2) 懲戒処分の状況（平成20年度） （単位：人）

任命権者の別 免 職 停 職 減 給 戒 告

知事部局 1 0 1 0

教育委員会 4 0 0 6

警察本部 0 0 0 0

議会事務局および 0 0 0 0

その他の行政委員会事務局

企業庁 0 0 0 0

病院事業庁 0 0 0 0

合 計 5 0 1 6

（注）知事部局には、労働委員会事務局および収用委員会事務局を含みます。
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４ 人材育成に関する状況

(1) 人材育成基本方針の概要（知事部局）

ア 趣旨

市町村合併の進展、厳しい財政状況など、本県を取り巻く諸情勢は大きく様変わりし、これまでの経験や

前例が参考にならない、モデルのない時代を迎えています。

今後は、国からの指示や通達を拠り所に、決められたとおり事務を処理する従来のスタイル（従属・他律

型）から脱却し、地域の課題をくみ上げ、創造的な施策を立案し、効率的、効果的に実施していく新たなス

タイル（自律型）への転換が必要です。

人材育成基本方針は、人こそが最大の経営資源であるという認識のもと、組織の目標に向かって職員が持

てる力を最大限に発揮できる仕組みを作るための人材戦略であり、人材育成のマスタープランです。

イ 目指す職員像

この方針では、目指す職員像を「滋賀への熱い思いと改革精神にあふれた自律型人材」とし、具体的には、

次に掲げる職員像を目指しています。

(ｱ) 滋賀を愛し、地域の未来を創造する意欲にあふれた職員

(ｲ) 改革精神を持ち、地域経営の視点で行動する職員

(ｳ) 使命感と目標を持って自律的に行動し、自ら成長する職員

ウ 自律型人材育成制度の導入

自律型人材の育成のため、自律型人材育成制度を段階的に導入することとし、課長補佐級以上の職員を対

象に実施しています。

この制度は、職員自身が個人目標を設定し、自らの役割と責任を自覚し、チャレンジ精神や創意工夫を発

揮しながら自律的に職務を遂行するとともに、職務遂行における職員の強みや弱みを把握して能力開発や人

材育成を効果的に行うことを目的としたものです。

(2) 主な研修の実績等（平成20年度）

ア 知事部局

(ｱ) 研修機関による研修

名 称 目 的 お よ び 概 要 参加者数

階層別研修 職員としての基本的資質・階層に応じた能力の養成を図

る。 979

選択科目研修 職員の自己改革や自律的な能力開発を支援するため、個別

具体的な能力開発をめざす。【階層別研修の選択科目】 485

職務遂行上必要とされる能力の向上を図る。【所属長推薦枠】

（政策法務能力、コミュニケーション能力、政策形成能力等）

職場支援研修 各職場の業務運営が円滑に遂行されるよう共通する課題の

解決を図る。 100

（ブラザー・シスター研修、育児休業者職場復帰研修）

指導者養成研修 政策研修センター研修における内部講師および職場の研修

リーダーとなる「研修指導者」の養成を図る。 48

（人権問題研修指導者養成研修、接遇指導者養成研修）

(ｲ) 外部機関への派遣その他の研修

名 称 目 的 お よ び 概 要 参加者数

職員派遣研修 専門知識の習得および政策形成能力の向上を図るととも

に、県政運営に役立てるため、国、他府県、市町、民間企業、 23

大学院、自治大学校等の県以外の組織に職員を一定期間派遣

した。
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イ 教育部門

(ｱ) 研修機関による研修

名 称 目 的 お よ び 概 要 参加者数

ステージ研修 経験年数に応じて、必要な基本的知識、専門的技能を養い、

新しい時代のニーズに対応できる資質能力の向上を図る。 1,044

マネジメント研修 管理職や学校組織の中核となる教員としての見識を高め、

学校経営能力の向上を図る。 340

職務研修 職務に応じた基本的知識、技能等を養い、専門職としての

指導力の向上を図る。 201

(ｲ) 外部機関への派遣その他の研修

名 称 目 的 お よ び 概 要 参加者数

中央研修講座派遣 校長、中堅職員等の学校管理・運営、学習指導等の諸問題

に関する識見を高め、指導能力の向上を図るため、独立行政 42

法人教員研修センター主催の教職員中央研修講座に派遣し

た。

短期海外派遣研修 次代を担う青少年を育成する教員に諸外国の教育文化およ

び社会等の実状を視察させ、国際的視野に立った識見を高め、 30

国際理解教育の中核となる教員を養成するため、教員研修セ

ンター主催の教職員海外派遣研修に派遣した。

民間等派遣研修 現職教員に学校と異なる組織で自らの教育観・指導観を見

つめ直させ、教育現場において活用すべき点を吸収させ、教 30

員の資質・指導力を向上させ、併せて教育そのものの活性化

を図るため教員を民間企業等へ派遣した。

ウ 警察部門

(ｱ) 研修機関による研修

名 称 目 的 お よ び 概 要 参加者数

採用時教養 採用者に対し、基本的教養を実施し、警察官または一般職

員としての資質の育成を図る。（初任科教養、初任補修科教 197

養、一般職員初任科教養等）

昇任時教養 昇任者に対し、幹部としての意識付けおよび職責を果たす

上で必要不可欠な知識・技能等の修得を図る。（警部補任用 22

科教養、巡査部長任用科教養等）

部門別教養 各部門担当者に対し、担当する部門に必要となる専門的知

識・技能等の修得を図る。（部門別任用科教養、専科教養等） 353

(ｲ) 外部機関への派遣その他の研修

名 称 目 的 お よ び 概 要 参加者数

昇任時教養 昇任者に対し、幹部としての意識付けおよび職責を果たす

上で必要不可欠な知識・技能等の修得を図るため、近畿管区 128

警察学校および警察大学校における教養を受けさせた。（警

部任用科教養、警部補任用科教養、巡査部長任用科教養等）

部門別教養 各部門担当者に対し、担当する部門に必要となる専門的知

識・技能等の修得を図るため、近畿管区警察学校および警察 120
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大学校における教養を受けさせた。（管区専科教養、警察大

学校専科教養等）

語学研修 捜査等に必要な各言語についての知識・技能の修得を図る

ため、国際捜査研修所における研修を受けさせた。 2

５ 勤務成績の評定の状況

地方公務員法では、公務能率を増進させることを目的に、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行

い、その評定の結果に応じた措置を講ずることとされていますが、各任命権者における取組は以下のとおりで

す。

(1) 知事部局

人材育成、適材適所の人事配置等を目的として、目標管理と能力評価による自律型人材育成制度を構築し、

課長補佐級以上の職員を対象に実施しています。

(2) 教育委員会

県立学校および市町村立小中学校では、現在、目標管理と業績評価による新しい人事評価制度を導入する

ため、全校で試行をしています。

(3) 警察本部

地方警務官を除く職員を対象に能力評価と業績評価等による勤務成績の評定を行っています。

６ 福利厚生に関する状況

(1) 職員の健康管理に関する主要事業の実施状況（平成20年度）

受 診 者 数 (人)

知事部局 教育部門 警察部門

名 称 対 象 者 企業庁 （教育委員会事

病院事業庁 務局を含む。）

行政委員会事務局

（教育委員会事務

局を除く。）

雇入時健康診断 新規採用者（採用内定者）

156 357 100

定期健康診断 全職員

4,818 4,800 2,553

生活習慣病健診 年齢・性別等により定め

る職員等 1,881 － 2,678

その他の健康診断 特定の業務に従事する職

員 3,345 858 248

（注）教育部門の定期健康診断、生活習慣病健診、その他の健康診断には、市町立学校の職員の受診者数を含ま

ない。

(2) 職員の福利厚生事業の実施状況

職員の福利厚生事業については、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第42条に基づいて実施していま

す。



- 12 -

知事部局においては、滋賀県職員互助会に関する条例（昭和31年滋賀県条例第34号）に基づき、財団法人

滋賀県職員互助会が福利厚生事業を行っており、教育委員会および警察本部においても、同様に、財団法人

滋賀県教職員互助会および財団法人滋賀県警察職員互助会が福利厚生事業を行っています。

各互助会は、会員の掛金その他の収入をもって、福利厚生事業を実施しており、その運営状況は、県のホ

ームページで公表しています。

互助会

職員互助会 教職員互助会 警察職員互助会

項 目

会員数（人） 20.4.1現在 5,127 11,329 2,587

21.4.1現在 5,023 11,296 2,581

掛金額（千円） 20年度 186,683 546,254 78,193

21年度 142,742 537,046 78,760

補助金の額（千円） 20年度 36,500 61,000 16,716

21年度 0 0 0

職員一人あたり 20年度 6,532 3,063 5,361

補助金額（円） 21年度 0 0 0
(注) 職員一人あたり補助金額は、補助金の額から事務費および人件費を控除し算出しています。

(3) 公務災害および通勤災害の認定件数（平成20年度）

任命権者の別 公 務 災 害 通 勤 災 害 計

知事部局 20 2 22

教育委員会 65 5 70

警察本部 53 1 54

議会事務局および

その他の行政委員会事務局 0 0 0

企業庁 0 0 0

病院事業庁 6 1 7

合 計 144 9 153
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第２ 平成２０年度 人事委員会の業務の状況

１ 職員の競争試験および選考の状況

地方公務員法（昭和25年法律第261号）および職員の任用に関する規則（昭和30年滋賀県人事委員会規則第

２号）の規定に基づき、平成20年度に実施した競争試験および選考試験の状況は、次のとおりです。

なお、病院事業庁の医師、看護師等の選考による採用の権限を、平成18年11月２日から病院事業庁長に委任

しています。

(1) 競争試験

ア 上級試験

採用予定 申込者数 受験者数 １次試験 １次試験 １次試験 最 終 最 終 採用者数

区 分 人 員 受 験 率 口述対象 合格者数 合格者数 競争率

人 人 ％ 人 人 人 倍 人

(181) (152) (45) (20) (12) (８)
行 政 35人程度 81.7 14.3

611 499 185 74 35 28

(12) (９) (３) (２) (１) (１)
環境行政 ２人程度 77.8 10.5

27 21 ７ ５ ２ ２

(20) (16) (４) (３) (３) (３)
警察事務 ４人程度 74.4 8.0

43 32 ８ ５ ４ ４

(13) (10) (８) (５) (３) (３)
化 学 ４人程度 70.5 7.8

44 31 21 10 ４ ４

(２) (１) (１) (１) (１) (１)
農 業 １人程度 70.0 7.0

10 ７ ４ ３ １ １

(５) (３) (１) (０) (０) (０)
林 業 １人程度 61.5 8.0

13 ８ ５ ３ １ １

(５) (３) (１) (１) (０) (０)
建 築 ２人程度 86.7 6.5

15 13 ５ ５ ２ ２

(11) (５) (２) (２) (１) (１)
総合土木 ８人程度 66.1 4.9

59 39 23 18 ８ ８

(249) (199) (65) (34) (21) (17)
計 79.1 11.4

822 650 258 123 57 50

（注）（ ）は女性の数を内数で示します（以下同じ。）。
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イ 初級試験

採用予定 申込者数 受験者数 １次試験 １次試験 最 終 最 終 採用者数

区 分 人 員 受 験 率 合格者数 合格者数 競 争 率

人 人 ％ 人 人 倍 人

(８) (６) (３) (１) (１)
一般事務 ２人程度 84.0 10.5

25 21 ８ ２ ２

(19) (15) (５) (３) (２)
警察事務 ３人程度 75.7 7.0

37 28 ９ ４ ３

(27) (21) (８) (４) (３)
計 79.0 8.2

62 49 17 ６ ５

ウ 小・中学校事務職員採用試験

採用予定 申込者数 受験者数 １次試験 １次試験 最 終 最 終 採用者数

区 分 人 員 受 験 率 合格者数 合格者数 競 争 率

人 人 ％ 人 人 倍 人

小･中学校 (42) (35) (10) (８) (５)
13人程度 73.8 6.1

事務職員 107 79 32 13 10

エ 警察官（男性）採用試験

採用予定 申込者数 受験者数 １次試験 １次試験 最 終 最 終 採用者数

区 分 人 員 受 験 率 合格者数 合格者数 競争率

人 人 ％ 人 人 倍 人

Ａ-１ 約10人 133 69 51.9 49 ６ 11.5 ３

県

Ａ-２ 約40人 492 252 51.2 176 35 7.2 30

内

Ｂ 約15人 134 104 77.6 74 10 10.4 10

計 759 425 56.0 299 51 8.3 43

県 Ａ 若干人 － 35 － 22 ２ 17.5 １

外 Ｂ 若干人 － 67 － 38 ３ 22.3 ２

計 － 102 － 60 ５ 20.4 ３

オ 警察官（女性）採用試験

採用予定 申込者数 受験者数 １次試験 １次試験 最 終 最 終 採用者数

区 分 人 員 受 験 率 合格者数 合格者数 競争率

人 人 ％ 人 人 倍 人

Ａ 約５人 133 68 51.1 35 ８ 8.5 ７

Ｂ 約５人 35 27 77.1 18 ５ 5.4 ５
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合 計 168 95 56.5 53 13 7.3 12

カ 警察官（語学）採用試験

採用予定 申込者数 受験者数 １次試験 １次試験 最 終 最 終 採用者数

区 分 人 員 受 験 率 合格者数 合格者数 競争率

人 人 ％ 人 人 倍 人

語学 (２) (２) (２) (０) (０)
約３人 100.0 －

(ポルトガル語） ３ ３ ３ ０ ０

語学 (５) (４) (３) (０) (０)
約３人 75.0 －

（北京語） ８ ６ ４ ０ ０

(７) (６) (５) (０) (０)
計 81.8 －

11 ９ ７ ０ ０

キ 身体障害者を対象とした職員採用試験

採用予定 申 込 者 数 受 験 者 数 受 験 率 合格者数 競 争 率 採用者数

試 験 区 分 人 員

人 人 ％ 人 倍 人

（５） （５） （１） （１）
一 般 事 務 １人 88.9 8.0

９ ８ １ １

(2) 採用選考

ア 採用選考 （単位：人）

一 般 職 員 警 察 官

部 局 知 事 教 育 警 察

職 その他 計 職

部 局 委員会 本 部

部 長 お よ び 警 視
２ － － － ２ －

そ の 相 当 職 （部長相当職）

次 長 お よ び 警 視
３ － － － ３ －

そ の 相 当 職 （課長相当職）

課 長 お よ び
７ １ － － ８ 警 部 ６

そ の 相 当 職

課長補佐および
１ ５ － － ６ 警 部 補 １

そ の 相 当 職

副 主 幹 お よ び
12 ４ １ － 17 巡 査 部 長 ２

そ の 相 当 職

主事､技師および
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54 12 ６ － 72 巡 査 ２
そ の 相 当 職

②
技 能 労 務 職 － － － － － 計 11

①
計 79 22 ７ － 108

合計（①＋②） 119

(注) 併任、任命換えを含み、任命権者に委任しているものを除きます。

イ 上記のうち選考採用職種に係る選考の状況 （単位：人）

職 種 選 考 人 員 合 格 者 数 職 種 選 考 人 員 合 格 者 数

児 童 指 導 員 ３ ３ 獣 医 師 ６ ５

児 童 福 祉 司 ２ ２ 薬 剤 師 ４ ３

保 育 士 １ １ 診療放射線技師 １ １

自 立 支 援 員 １ １ 理 学 療 法 士 １ １

生 活 支 援 員 １ １ 作 業 療 法 士 １ １

精神保健福祉士 １ １ 保 健 師 ３ ３

工 業 技 術 セ ン タ ー の 技 師 ４ ４ 少 年 補 導 職 員 ２ ２

医 師 ２ ２ 科 学 捜 査 研 究 所 の 研 究 員 ４ ４

計 37 35

（注）職員の任用に関する規則第７条第１号に掲げる職（副主幹およびこれに相当する職以上の職をいう。）に任用
した者を含みます。

ウ 任命権者委任分 （単位：人）

職 種 選 考 人 員 合 格 者 数 職 種 選 考 人 員 合 格 者 数

医 師 21 21 看 護 師 91 78

臨 床 工 学 技 士 ２ １ 病 院 事 業 庁 の 医 療 事 務 員 １ １

診療放射線技師 ２ ２ 病 院 事 業 庁 の 介 護 職 員 １ １

計 118 104

(注) 職員の任用に関する規則第40条の規定に基づき病院事業庁長へ選考の権限を委任したものです。

(3) 昇任選考

ア 昇任選考 （単位：人）

一 般 職 員 警 察 官

部 局 知 事 教 育 警 察
職 その他 計 職

部 局 委員会 本 部

部 長 お よ び 警 視
５ － － ３ ８ ６

そ の 相 当 職 （部長相当職）
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次 長 お よ び 警 視
23 ３ － １ 27 18

そ の 相 当 職 （課長相当職）

課 長 お よ び
64 ６ １ ７ 78 警 部 11

そ の 相 当 職

課長補佐および
95 ６ ５ ４ 110 警 部 補 ６

そ の 相 当 職

副 主 幹 お よ び
96 25 14 19 154 巡 査 部 長 －

そ の 相 当 職

① ②
計 283 40 20 34 377 計 41

合計（①＋②） 418

２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告および勧告の状況

本委員会は、地方公務員法の規定に基づき、職員および民間企業従事者の給与の実態等を調査し、これら

の調査結果や国家公務員の給与改定の動向等を考慮して、平成20年10月16日に県議会および知事に対して、

次のとおり報告および勧告を行いました。

(1) 公民較差

ア 公民較差 （新規採用者を除く。）

1.39% 5,545円

〔0.09% 347円〕

（参考）人事院勧告 官民較差 0.04％ 136円

注 〔 〕内は、平成20年度から平成22年度までにおける職員の給与の特例に関する条例（以下「特例条

例」という。）による給与の減額措置前の額（率）である。以下同じ。

イ 勧告における公民較差

勧告の基礎となる公民較差は、社会一般の情勢に適応した職員の本来あるべき給与水準を明らかにする

ため、特例条例による減額措置前の較差とする。〔0.09% 347円〕

ウ 改 定 （新規採用者を含む。）

0.05% 202円 （内訳：地域手当 202円）

（参考）現行平均給与月額 392,817円〔397,875円〕 （行政職、平均年齢 43.4歳）

(2) 公民較差に基づく改定

ア 給 料 表 改定見送り

イ 期末・勤勉手当 改定見送り

現行年間支給月数（4.50月）は、民間の支給割合(4.52月)とおおむね均衡

ウ 地域手当 引上げ改定

平成20年度の暫定支給割合 東京都特別区：15.0%→16.0%

県内地域：4.5%→4.55%

平成21年度における暫定支給割合についても、国に準じて設定することが適当。その際、県内地域につい
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ては、本県の実情を十分に踏まえることが必要

エ 初任給調整手当 医師および歯科医師について国に準じて引上げ

オ 実施時期

ウについては平成20年４月１日、エについては平成21年４月１日

(3) その他

ア 勤務時間の見直し

人事院勧告（１日：７時間45分、１週間：38時間45分）に準じて見直すことが適当であるが、実施時期

については国や他の都道府県の動向に留意が必要

イ 人事評価制度の確立

引き続き、公正性や納得性の高い人事評価制度の確立に向けた取組を進めることが必要

ウ 教員給与の見直し

義務教育等教員特別手当の改定に当たっては他の都道府県の動向に留意することが必要

エ 時間外勤務の縮減

管理職をはじめ職員一人ひとりの強い自覚のもと、目に見える縮減に向けて、全職員が一丸となって取

り組むことが必要

オ メンタルヘルス対策の充実

総合的かつ体系的なメンタルヘルス対策の一層の充実に努めることが必要

カ 人材育成の推進

自律型人材育成制度については、試行等を通じて運用上の問題点の検証を行いつつ、組織全体で実効あ

る取組みを行うことが必要

キ 男女共同参画の推進

女性職員の登用や職域の拡大に引き続き努めることが必要

３ 勤務条件に関する措置の要求および不利益処分に関する不服申立ての状況

平成20年度における勤務条件に関する措置の要求および不利益処分に関する不服申立ての状況は、次のと

おりです（件数には、地方公務員法第７条第４項の規定に基づく、一部事務組合の公平委員会の事務の受託

に係るものを含みます。）。

(1) 措置の要求 該当事案なし。

(2) 不服申立て

平成19年度末 平 成 20 年 度 平成20年度末

区 分

係 属 件 数 申立て件数 審理等回数 終 結 件 数 係 属 件 数

懲 戒 処 分 ０ 件 ４ 件 ９ 回 １ 件 ３ 件


